
 

 

宍粟市報道発表               令和８年６月 18日  

 

「しそカツ」推進します！ 

宍粟市認定地域クラブを募集 
 

概 要 

 宍粟市では、令和 10年 10月の中学校部活動終了を見据え、地域資源や

地域人材を最大限活用した子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の場づく

りを進めています。令和８年度からは、まちづくり推進課内に「地域クラ

ブ活動推進室（しそカツ推進室）」を新設し、専門的に部活動の地域展開

を進めています。 

 このたび、子どもたちの安全・安心な活動環境を確保するため、「宍粟

市認定地域クラブ」の募集を行います。あわせて、募集に向けた説明会を

開催します。 

■宍粟市認定地域クラブ募集説明会 

【日 時】令和８年６月 30日（火）19時～ 

【会 場】宍粟市役所４階 

【対 象】地域クラブの立ち上げ、また指導者としての参画を検討してい

る団体・個人（高校生を除く 18歳以上） 

【申込み】不要 

■宍粟市認定地域クラブ募集（第一次） 

【期 間】令和８年７月１日～９月 30日 

■留意事項 

 ※本募集は、活動拠点となる「認定地域クラブ（および指導者）」を募

集するものです。クラブへの参加を希望する生徒募集ではありません。 

 ※関連情報は、宍粟市公式サイトにて順次公開します。 

 

             宍粟市公式サイト「しそカツ！」のページ→ 

参考資料 

・宍粟市認定地域クラブの認定に関する要綱 

・宍粟市認定地域クラブ募集について 

・【別紙】宍粟市部活動地域展開と地域クラブ認定スケジュール 

問合せ先 
まちづくり推進課 

地域クラブ活動推進室 
℡ 0790-63-3123 

兵庫県宍粟市 



 

宍粟市認定地域クラブの認定に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン

（令和７年12月文部科学省）」及び「宍粟市部活動地域展開推進方針（令和７年10月策定）」

に基づき、認定地域クラブ活動を行う団体の認定（以下「認定」という。）に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 （認定申請）  

第２条 認定を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、宍粟市認定地域クラブ活動

申請書に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、申請内容を審査するため、申請者に対し必要な書類の提出等を求めることができる。 

 （認定手続） 

第３条 市長は、前条第１項に規定する申請書等の提出があった場合には、必要に応じてヒアリ

ングや現地確認等により申請内容を審査し、申請者が次の各号に掲げる要件を全て満たすと認

めるときは、当該申請者を宍粟市認定地域クラブ（以下「認定地域クラブ」という。）として

認定するものとする。 

 (１) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域

で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄

与するものであること。 

 (２) 適切な活動時間や休養日が設定されていること。 

 (３) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。 

 (４) 適切な指導の実施体制が確保されていること。 

 (５) 適切な安全確保の体制が確保されていること。 

 (６) 適切な運営体制が確保されていること。 

 (７) 学校等との連携が適切に行われていること。 

２ 市長は、認定にあたっては、宍粟市認定地域クラブ認定審査会の意見を聴かなければならな

い。 

 （認定又は不認定の通知） 

第４条 市長は、前条の規定により認定を行ったときは、宍粟市認定地域クラブ活動認定通知書

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条の規定により認定を行わないこととしたときは、宍粟市認定地域クラブ活動不

認定通知書により申請者に通知するものとする。 

 （認定の有効期間） 

第５条 認定の有効期間は、認定の効力の発生日が属する年度の翌々年度末までとする。 

 （変更の届出） 



第６条 認定地域クラブは、認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに宍粟市認定地域ク

ラブ活動変更届出書により市長に届け出なければならない。 

 （休止の届出） 

第７条 認定地域クラブは、地域クラブ活動を休止する場合には、速やかに宍粟市認定地域クラ

ブ活動休止届出書により市長に届け出なければならない。 

 （認定取消しの申出） 

第８条 認定地域クラブは、認定地域クラブとしての活動を行わなくなったときには、速やかに

宍粟市認定地域クラブ活動認定取消申出書により市長に申し出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申し出があったときは、認定を取消し、宍粟市認定地域クラブ活

動認定取消通知書により、当該認定地域クラブに通知するものとする。 

３ 市長は、認定の取消しにあたっては、宍粟市認定地域クラブ認定審査会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

 （認定の取消し）  

第９条 前条に定めるほか、市長は、認定地域クラブが次の各号のいずれかに該当する場合には、

認定を取り消すことができる。 

 (１) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。 

 (２) 指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。 

 (３) その他市長が認定地域クラブとして不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定により認定を取り消す場合は、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 （認定地域クラブに対する指導助言等） 

第10条 市長は、定期的な報告、ヒアリング、現地確認等により、認定地域クラブ活動の取組状

況等を把握し、必要な指導助言等を行うものする。 

 （認定地域クラブに対する支援） 

第11条 市長は、認定地域クラブに対して次の各号に掲げる支援を行うものとする。 

 (１) 生徒・保護者等に対する情報提供 

 (２) 地域クラブ活動の運営等への財政支援、学校施設等の優先利用その他の公的支援 

 (３) 地域クラブ活動への従事を希望する教職員等の兼職兼業の活用 

 （補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 

 



宍粟市認定地域クラブ募集について 

 

まちづくり推進課 地域クラブ活動推進室 

 

 宍粟市認定地域クラブの認定に関する要綱（令和８年７月策定）（以下「認

定要綱」という。）に基づき、スポーツ、文化芸術活動が実施できる認定地域

クラブを次のとおり募集します。 

 

記 

 

１．応募資格 

認定要綱に定めた内容を理解し、遵守できる活動団体であること。 

 

２．認定要件等 

 認定要綱第２条の規定を満たすこと。また、活動場所等は下記の条件を満たす

こと。 

（１）主たる活動場所は市内とし、応募団体が確保すること。 

（２）活動時間については、平日２時間程度、休日３時間程度の活動を基本に、

週 11時間程度の範囲内とし、週２日以上の休養日を設けること。 

（３）指導者は少なくとも２人以上配置し、安全管理を行うこと。 

 

３．申請方法等 

 認定要綱第３条に基づき、必要な書類等を提出すること。 

 

（１）提出先 

宍粟市まちづくり部まちづくり推進課地域クラブ活動推進室 

    

（２）申請期間 

令和８年７月１日～９月 30日（第一次締切） 

 

（３）審査及び認定 

   申請内容を審査し、要件を満たすと認めるときは、市長が認定する。 

 

４．その他 

認定された地域クラブの役員及び指導者は、令和８年 11月下旬に市が主催

する指導者研修会等へ参加すること。 

 

◇問い合わせ先 

宍粟市まちづくり部 まちづくり推進課 地域クラブ活動推進室 

TEL ：0790-63-3123  FAX ：0790-63-3064 



活動主体 各中学校 各地域クラブ（認定地域クラブ）

指 導 者 当該校の教職員 地域の指導者

参 加 者 当該校の生徒 地域の生徒等（ほかの世代が一緒に参画する場合を含む）

活動場所 当該校の施設 学校施設、社会教育施設、地域の施設 等

費用負担 部費 会費（可能な限り低廉な参加費、保険料等）

補 償 学校管理下 学校管理下外（スポーツ安全保険等）

地域クラブ活動
社会教育の一環（学校部活動の意義の継承・発展＋新たな価値の創出）

学校部活動
学校教育の一環（教育課程外）

校区外の
生徒とのつながり

子どもたちの
ニーズを反映

専門性の高い
指導

多様な活動から
選択可能

幅広い世代の
交流を促進

引退のない
継続的な活動

学校部活動から地域クラブ活動へ

宍粟市認定地域クラブ認定要件(宍粟市認定地域クラブの認定に関する要綱第２条）

（１）学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い
活動機会の保障に寄与するものであること

（２）適切な活動時間や休養日が設定されていること
（３）活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること
（４）適切な指導の実施体制が確保されていること
（５）適切な安全確保の体制が確保されていること
（６）適切な運営体制が確保されていること
（７）学校等との連携が適切に行われていること

宍粟市認定地域クラブ募集スケジュール

地 域 展 開

R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度

中学校

宍粟市

地域クラブ

学校部活動（R10年10月まで）※３年生の引退をもって終了

市認定地域クラブ募集
第一次：7/1～9/30

地域クラブ活動本格実施

10月

市認定地域クラブ募集
第二次：10月中旬～12月中旬

募集説明会
（6/30）

R8認定状況によって
随時追加募集

認定地域クラブ活動開始

先行実施

実証事業（要件を満たすクラブ）

申請

認定
（随時） 指導者講習会

（11月下旬）

認定
（随時）

申請

【別紙】宍粟市における部活動地域展開と地域クラブ認定スケジュール


